
都市計画法第１７条第１項の規定に基づく都市計画変更の理由書

１．案件名

函館圏都市計画道路の変更（函館市決定）

２．決定経緯

別添計画決定経緯表のとおり

３．都市計画変更の内容

３･４･６６号日吉中央通：一部区域の変更 (擁壁の追加，変更区間L=約350m)

４．都市計画変更の理由

都市計画道路３･４･６６号日吉中央通において，事業実施に伴い詳細設計を実施

した結果，擁壁の区域が確定したため，一部区域を変更するものである。


